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就 労 継 続 支 援 事 業 利 用 者 の 労 働 者 性 に 関 す る 留 意 事 項 に  

つ い て  

                                                   平成18年10月 ２ 日  障障発第 1002001 号 

                          一部改正平成20年 ７ 月 １ 日  障障発第 0701003 号 

                             各都道府県障害保健福祉主管部 （ 局 ） 長宛 

厚生労働省社会 ・ 援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知 

   

日頃から障害保健福祉行政の実施にあた り感謝申し上げます 。  

さ て 、 平成 １ ８ 年 １ ０ 月 １ 日からの障害者自立支援法 （ 以下 「 法 」 と い う 。） の本格施行に伴い 、 就労継続支援事業を含む

新事業体系への移行が始ま った と こ ろですが 、 この う ち就労継続支援事業については 、 Ａ 型 （ 雇用有及び雇用無 ） 及びＢ型 、

さ らにはこれらの事業の組み合わせによる多機能型と 、 その種別が多岐に亘る こ とから 、 下記によ り 、 就労継続支援事業利用

者の労働者性の適正な確保について 、 遺漏無き よ う お取り計らい願います 。  

記 

１  就労継続支援事業利用者に関する留意事項 

就労継続支援事業を利用するにあた り 、 各事業の利用者に対し て 、 次の点に留意されたいこ と 。  

（ １ ） Ａ 型利用者 （ 雇用有 ）  

ア  Ａ  型利用者 （ 雇用有 ） は 、 労働基準法上の労働者である こ とから 、 雇用するに当た っ ては 、 労働基準関係法令を

遵守する こ と 。  

イ  雇用労働者に最低賃金の減額の特例を行 う 場合は 、 所定の様式に 、 別途通知する添付様式を活用する こ と 。  

（ ２ ） Ａ 型利用者 （ 雇用無 ） 及びＢ型利用者 

ア  利用者の出欠 、 作業時間 、 作業量等が利用者の自由である こ と 。  

イ  各障害者の作業量が予約された日に完成されなかった場合にも 、 工賃の減額 、 作業員の割当の停止 、 資格剥奪等の

制裁を課さ ないものである こ と 。  

ウ  生産活動において実施する支援は 、 作業に対する技術的指導に限られ 、 指揮監督に関する ものは行わないこ と 。  

エ  利用者の技能に応じ て工賃の差別が設けられていないこ と 。  

（ ３ ） Ａ 型利用者 （ 雇用有及び雇用無 ） 及びＢ型利用者が利用する多機能型事業所等を実施する場合の留意事項 

ア  Ａ 型利用者 （ 雇用有 ）、 Ａ 型利用者 （ 雇用無 ） 及びＢ型利用者が同一事業所内で作業する際には 、 それぞれの作業

場所 、 作業内容が明確に区分され 、 混在し て作業が行われないこ と 。  

イ  勤務表 ・ シ フ ト 表は別々に管理する こ と 。 なお 、 Ａ 型利用者 （ 雇用無 ） 及びＢ型利用者の出欠 、 作業時間の自由が

確保されている こ と 。  

ウ  Ａ 型利用者 （ 雇用無 ） 及びＢ型利用者は 、 労働者災害補償保険法の適用がないこ とから 、 当該利用者に対する災害

における賠償手段と し て 、 任意保険の加入の促進を図る と もに 、 労働安全衛生法を準用し た安全衛生管理を極力行 う

こ と 。  

２  利用開始時における留意事項 

本事業の利用は 、 訓練等給付の事業の性格から 、 原則本人の希望に基づ く ものであるが 、 最終的な利用の可否については 、

暫定支給決定期間の仮利用の状況や専門機関等の意見も参考に し 、 最終的に市町村が決定する こ と 。 また 、 障害者及び家族

にその旨通知する と もに 、 受給者証に記載する こ と 。  

（ 記載内容 ： 就労継続支援 Ａ 型 （ 雇用有 ）、 就労継続支援 Ａ 型 （ 雇用無 ）、 就労継続支援Ｂ型 ）  

３  利用者の労働基準関係法令の適用に関する苦情 ・ 疑義の解決等について 

Ａ 型利用者 （ 雇用有 ） は 、 労働基準法上の労働者である こ とから 、 当該利用者に係る労働基準関係法令に関する苦情 ・ 疑

義等の対応は労働基準監督署が行 う が 、 Ａ 型利用者 （ 雇用無 ） 及びＢ型利用者から労働基準関係法令の適用について苦情 ・

疑義等がな された場合の対応については 、 以下によ り取り扱 う こ と 。  

（ １ ） 原則と し て障害福祉サービス指定基準に基づき 、 苦情処理と し ての対応を迅速に行 う こ と 。 なお 、 事業所内で苦情解

決が図られなかった場合における当該苦情の解決に当た っ ては 、 市町村又は都道府県が最終的に処理方針を決定し 、 事

業所に対し必要な指導を行 う こ と 。  

（ ２ ） 市町村は 、 労働基準監督署から 、 Ａ 型利用者 （ 雇用無 ） 及びＢ型利用者の労働基準関係法令の適用に関し ての苦情 ・

疑義等に関する照会があった場合は 、 法第 ４ ８ 条に基づき 、 事業者から必要な書類の提出を求める等状況の把握を行い 、

事業所に対し必要な指導を行 う 等連携し て当該問題の解決に当たる こ と 。  

この際 、 利用者が労働基準監督署に苦情 ・ 疑義を申し出た こ とが事業所に明らかにな った場合には 、 事業所から利用

契約解除等の不利益を被るおそれがある こ とから 、 利用者本人の意思に反し 、 氏名の公表だけでな く 個人情報が事業所

に特定される こ とがないよ う に特段の配慮を行 う こ と 。  

（ ３ ） 都道府県においては 、 市町村と連携を図り 、 必要に応じ法第 ４ ９ 条に基づ く 勧告を行 う など 、 これらの苦情解決に当

たる こ と 。  

４  支給決定更新時等における指導 

支給決定更新時や監査時等定期的に 、 労働基準関係法令の適用について疑義が生じ る こ との無いよ う 、 利用者の就労の状

況について都道府県及び市町村が確認し必要な指導を行 う こ と 。  


